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イ
ワ
レ
ヒ
コ
神
話
と
司
命
・
竈
神
・
日
祀

20190627
は
じ
め
に

「
古
代
史
」
に
お
け
る
天
文
研
究
の
歪
み

①
研
究
の
農
本
主
義
的
傾
向

服
部
中
庸
「
三
大
考
」
「
外
国
に
は
星
を
日
月
に
な
ら
べ
て
、
い
み
し

き
物
に
す
れ
ど
も
皇
国
の
古
伝
に
は
星
の
事
な
し
。
た
だ
書
紀
に
、
星

神
香
々
背
男
と
云
、
微
き
神
名
の
見
え
た
る
の
み
也
。
日
月
と
な
ら
べ

て
こ
と
ご
と
し
く
云
べ
き
物
に
は
あ
ら
ず
」

芳
賀
矢
一
『
国
文
学
十
講
』
「
農
業
国
で
昼
の
疲
れ
に
早
寝
を
す
る
の

で
、
天
体
の
こ
と
に
は
注
意
が
少
な
か
っ
た
」（

加
藤
玄
智
『
神
道
の
宗
教
発
達
史
的
研
究
』
「
日
本
人
の
文
化
は
、
夙

に
農
耕
期
に
入
っ
て
お
っ
た
た
め
、
ア
ラ
ビ
ア
の
砂
漠
に
永
く
遊
牧
生

活
を
営
み
、
夜
間
涼
を
逐
っ
て
星
光
を
頼
り
に
移
住
し
行
く
遊
牧
民
の

間
に
み
る
が
如
き
星
辰
崇
拝
は
、
日
本
に
起
こ
る
理
由
が
な
く
、
ま
た

そ
の
必
要
を
み
な
か
っ
た
」（
一
九
三
四
）

津
田
左
右
吉
「
農
業
と
日
の
関
係
が
知
ら
れ
る
ほ
ど
に
文
化
が
進
ん
で

く
れ
ば
、
農
業
国
民
た
る
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
、
こ
の
意
味
か
ら
で
も

日
を
神
と
し
て
崇
拝
し
た
で
あ
ろ
う
」
、
し
か
し
「
上
代
人
は
、
全
体

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
天
界
の
現
象
に
は
注
意
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。
（
中
略
）
一
般
に
知

識
の
程
度
が
低
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
な
が
ら
、
そ
れ
に
注

意
が
向
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
疑
い
が
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

②
神
話
論
的
認
識
の
低
調

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

天
は
日
照
（
太
陽
）
の
み
で
理
解
し
て
い
た
。
神
話
学
で
は
倭

国
神
話
の
司
令
神
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
。

「
原
始
的
」
神
道
か
ら
儒
教
と
仏
教
へ
（
廃
仏
神
道

か
ら
崇
仏
へ
と
い
う
単
線
的
思
想
史
。

津
田
「
蒼
天
を
か
ざ
る
美
し
い
星
の
如
き
」
も
日
本
神
話
に
は
現
れ
ず
、

そ
も
そ
も
天
体
の
「
行
動
や
働
き
」
を
示
す
「
自
然
説
話
」
自
身
が
日
本

の
神
話
に
は
な
い
」。

記
紀
神
話
の
性
格
と
政
治
性
が
星
知
識
の
軽
視
を
結
果
。

宇
宙
創
成
神
話
の
不
在
＝
星
の
神
話
の
不
在
と
い
う
偏
見
。
人
々

が
星
の
知
識
を
神
話
的
思
考
を
交
え
て
確
保
し
て
い
た
の
は
自
明
。

天
文
学
的
認
識
の
進
展

(ｲ)602

年
百
済
僧
観
勒
、
暦
・
天
文
・
地
理
。
遁
甲
な
ど
の
書
将
来
。
察

七
世
紀
は
天
体
観
察
の
大
規
模
化
・
本
格
化
の
時
代
。

推
古
か
ら
天
武
ま
で
の
間
で
二
五
件
の
天
文
記
事
（
『
日
本
書
紀
』）

舒
明
の
段
階
で
の
星
食
の
記
録
。
天
体
観
察
の
専
門
家
の
存
在
。

国
土
の
空
間
分
割
、
編
成
の
稠
密
化
に
対
応
し
て
展
開
し
た
非

常
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
過
程
。

火
山
列
島
と
海
洋
性
気
候
と
い
う
条
件
の
下
で
、
蓄
積
さ
れ
て
き
た
民

俗
的
自
然
認
識
が
再
編
成
さ
れ
る
。
岩
盤
性
の
天
と
い
う
認
識
に
も
と

づ
く
天
界
史
料
は
む
し
ろ
多
い
。
噴
火
・
隕
石
な
ど
へ
の
認
識
と
合
わ

せ
て
広
く
見
る
必
要
。

道
教
思
想
の
拡
大

(ﾛ)

七
世
紀
、
敏
達
・
（
孫
）
舒
明
（
？
）
・
（
妻
）
斉
明
・
天
智

・
天
武
は
道
教
趣
味
。

天
皇
号
は
道
教
は
通
説
。
し
か
し
「
日
本
の
神
道
」
と
い
う
思
い
込
み

の
ま
ま
、
そ
れ
が
道
教
を
内
容
と
す
る
こ
と
を
無
視
（
上
田
正
昭
）。

③
学
際
的
研
究
の
必
要

考
古
天
文
学
的
研
究
の
決
定
的
意
義

勝
俣
隆
『
星
座
で
読
み
解
く
日
本
神
話
』
の
よ
う
な
神
話
を
天

界
に
マ
ッ
プ
化
す
る
試
み
の
客
観
性
を
ど
う
担
保
す
る
か
。

神
話
論
は
聞
き
流
し
、
星
に
関
係
す
る
部
分
の
み
を
聞
い
て
下
さ
い
。

Ⅰ
天
蓋
・
星
・
噴
火
・
雷

１
至
上
神
（
雷
神
）
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

①
雷
神
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
持
物
と
し
て
の
「
羽
羽
矢
」（
雷
電
矢
）

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
降
す
剣
。
雷
電
剣

「
十
握
剣
」
を
逆
さ
ま
に
突
き
立
て
、
そ
の
鋒
端
に
座
す
神
（
義

き
つ
さ
き

江
明
子
『
古
代
王
権
論
』

天
球
の
外
か
ら
み
た
図
。
こ
の
穴
か
ら
稲
妻
を
発
す
る
か
。

同
じ
画
像
が
「
呉
竹
鞘
杖
刀
」
（
正
倉
院
）
、
四
天
王
寺
蔵

七
星
剣
に
あ
り
（
福
永
『
道
教
思
想
史
研
究
』49

、50

頁
。

成
田
市
稲
荷
山
鉄
剣
の
象
嵌
は
地
上
か
ら
見
た
図
（
日
高

慎
『
博
古
研
究35

号
）

「
稲
妻
形
」（
私
説
）
の
石
上
七
支
刀

金
象
嵌
線
が
入
っ
て
い
る

柳
田
国
男
「
我
々
の
天
つ
神
は
、
紫
電
金
線
の
光
を
も
っ
て
降
り
臨
み
、

龍
蛇
の
形
を
も
っ
て
此
世
に
留
ま
り
た
ま
ふ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
」

②
天
空
に
星
の
穴
を
開
け
る
神

「
羽
羽
矢
」
を
投
げ
下
ろ
し
、
天
蓋
に
穴
を
開
け
る
。
穴
に
は

厚
さ
が
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
星
を
筒
と
い
う
（
勝
俣
）
。
磐

筒
男
（
イ
ザ
ナ
キ
）

③
火
山
神
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

阿
閉
臣
事
代
、
命
を
銜
け
て
、
出
で
て
任
那
に
使
す
。
是
に
、
月、

あ

べ

こ
と
し
ろ

う

神
、
人
に
著
り
て
謂
り
て
曰
く
、
「
我
が
祖
高
皇
産
霊
、
預
ひ
て

、

、
、
、
、
、
、
、

か
か

の

そ

天
地
を
鎔
造
す
る
功
有
り
。
民
地
を
も
っ
て
、
我
・
月
神
に
奉
れ
。

よ
う
ぞ
う

若
し
請
の
依
に
我
に
献
ら
ば
、
福
慶
あ
ら
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
日、

神
、
人
に
著
り
て
阿
閉
臣
事
代
に
謂
り
て
曰
く
、
「
磐
余
の
田
を

、も
っ
て
我
が
祖
高
皇
産
霊
に
献
れ
」
と
の
た
ま
ふ
。
事
代
、
便
ち

、
、
、
、
、
、
、

奏
す
。
神
の
乞
の
依
に
田
十
四
町
を
献
る
。
対
馬
下
県
直
、
祀
に

侍
ふ
（
『
書
紀
』
顕
宗
紀
三
年
二
月
朔
日
条
、
四
月
朔
日
条
）

「
天
地
鎔
造
」
と
は
何
か

「
天
地
鎔
造
」
の
「
鎔
」。
文
選39

巻
。
保
立
『
現
代
語
訳

老
子
』
（
ち
く
ま
新
書
）283

頁
参
照
・
中
国
の
宇
宙
観
。

④
雷
神
ヒ
の
神
＝
王
は
雷
に
よ
っ
て
孕
む
（
漢
、
劉
邦
）

『
日
本
霊
異
記
』
雄
略
の
雷
神
と
性
交

「
日
継
ぎ
＝
王
の
雷
性
の
継
受
」

２
至
上
神
（
竈
神
）
カ
ミ
ム
ス
ヒ

①
カ
ミ
ム
ス
ヒ
＝
竈
神
説
（
中
村
啓
信
『
古
事
記
の
本
性
』
）

神
名
は
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
先
行
。
ウ
ム
ス
ヒ
＝

蒸

す
霊
＝
竈

霊

う
む

へ
つ
ひ

こ
の
神
名
を
前
提
に
従
来
か
ら
国
家
神
で
あ
っ
た
（
雷
神
）
に
タ
カ

ミ
ム
ス
ヒ
と
い
う
名
前
が
つ
い
た
。

②
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
火
山
神
。

イ
ザ
ナ
ミ
の
国
生
は
火
山
噴
火
（
松
村
武
雄
）

竈
は
女
性
の
「
性
器
」
の
象
徴
。

五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
、
（
朝
鮮
半
島
か
ら
馬
と
と
も
に
）

長
胴
釜
の
竈
が
全
国
に
普
及
。

竈
を
中
心
に
人
口
を
み
る
考
え
方
。

竈
人
（
ヘ
ヒ
ト
＝
食
封
）。
人
制
の
一
つ

新
し
い
神―

―

ム
ス
ヒ
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雷
神
は
王
権
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
早
く
か
ら
存
在
。

王
と
大
伴
氏
の
「
ヒ
型
人
名
」（
溝
口
睦
子
『
古
代
氏
族
の
系
譜
』）

五
世
紀
に
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
・
カ
ミ
ム
ス
ヒ
に
神
格
変
更
。

対
馬
・
壱
岐
か
ら
。
卜
部
氏
（
そ
し
て
中
臣
氏
）

３
天
蓋
の
岩
盤
性
（
配
布
の
論
文
を
参
照
）

①
天
孫
の
降
臨
と
上
昇
（
火
山
的
な
場
か
ら
）

霧
島
へ
の
天
孫
降
臨

(ｲ)
故
、
し
か
し
て
天
津
日
子
番
能
邇
邇
藝
命
に
詔
り
て
、
天
の
石
位
を
離

あ

ま

つ

ひ

こ

ほ

の

に

に

ぎ

い
わ
く
ら

ち
、
天
の
八
重
の
た
な
雲
を
押
し
分
け
て
、
「
稜
威
之
道
別
道
別
而
」
天

の
浮
橋
に
う
き
じ
ま
り
そ
り
た
た
し
て
、
竺
紫
の
日
向
の
高
千
穗
の
ク
ジ

ち

く

し

フ
ル
岳
に
天
降
り
坐
し
き
。（
（
『
古
事
記
』
天
孫
降
臨
条
））

墳
墓
か
ら
の
上
昇

(ﾛ)天
の
原

石
門
を
開
き

神
あ
が
り

あ
が
り
坐
し
ぬ
（
草
壁
皇
子
の
挽

い

は

と

い
ま

歌
『
万
葉
集
』
一
九
九
）
。

死
者
の
魂
が
天
の
石
門
に
向
か
う

②
「
天
岩
屋
戸
」
と
天
蓋
＝
岩
盤
性

天
照
大
御
神
、
見
畏
み
て
、
天
の
石
屋
の
戸
を
開
き
て
、
刺
し
こ
も
り

み
か
し
こ

坐
し
き
。
し
か
し
て
高
天
原
、
皆
暗
く
、
葦
原
中
国
、
悉
く
闇
し
（
中

た
か
ま
の
は
ら

あ
し
は
ら
な
か
つ
く
に

く
ら

略
）
。高
御
産
巣
日
の
神
の
子
、思
金
の
神
に
思
わ
し
め
て
、常
世
の
長
鳴
鳥

と

こ

よ

な
が
な
き
ど
り

を
集
め
て
鳴
か
し
め
て
、
天
の
安
河
の
河
上
の
天
の
堅
石
を
取
り
、
天
の

や
す
か
わ

金
山
の

鉄

を
取
り
て
、鍛
人
に
天
津
麻
羅
を
求
ぎ
て
、
石
凝
姥
女
命
に
科

く
ろ
か
ね

か

ぬ

ち

あ

ま

つ

ま

ら

い
し
こ
り
ど
め

お
ほ

せ
、
鏡
を
作
ら
し
め
、
玉
祖
命
に
科
せ
て
、
八
尺
の

勾

の
五
百
津
の

や

さ

か

ま
が
た
ま

御
須
麻
流
の
珠
を
作
ら
し
め
て
（
『
古
事
記
』）

み

す

ま

る

天
の
川
の
上
流
に
は
、
鉄
銅
の
鉱
山
（
「
天
の
金
山
」
）
と
石
切
場
（
「
天

の
堅
石
」）
が
あ
っ
た
。
鍛
冶
・
鏡
作
・
勾
玉
作
り
の
職
人
神
。

③
流
星
と
山
上
（
火
山
）
の
磐
座
の
イ
メ
ー
ジ

東
の
大
き
山
を
、
賀
比
禮
の
高
峯
と
謂
ふ
。
卽
ち
天
つ
神
有
す
。
名
を
立

速
男
命
と
稱
ふ
。(

中
略)

本
、
天
よ
り
降
り
て
、
即
ち
松
澤
の
松
の
樹
の

八
俣
の
上
に
坐
し
き
。(

中
略)

神
、
祷
告
を
聽
き
て
、
遂
に
賀
比
禮
の
峯

や

ま

た

に
登
り
ま
し
き
。
其
の
社
は
、
石
を
以
ち
て
垣
と
為
し
、
中
に
種
屬
甚
多

く
、
并
び
に
品
の
寶
、
弓
・
鉾
・
釜
・
器
の
類
、
皆
石
と
成
り
て
存
れ
り

（
『
常
陸
國
風
土
記
』
久
慈
郡
）。

４
王
の
称
号
と
「
天
」

『
隋
書
倭
国
伝
』「
天
君
（
阿
輩
鶏
弥
）
」
（
大
野
晋
説
）

あ

べ

ぎ

み

「
倭
王
は
天
を
以
て
兄
と
な
し
、
日
を
以
て
弟
と
な
す
、
天
未
だ
明

け
ざ
る
の
時
、
出
で
て
政
を
聴
き
跏
趺
し
て
坐
し
、
日
出
づ
れ
ば
便

ち
理
務
を
停
め
、
云
う
我
が
弟
に
委
ね
ん
と
」（
推
古
）

「
天
・
倭
王
・
日
」
の
活
動
時
間
の
前
後
が
兄
・
弟
と
表
現
さ

れ
て
い
る
。
「
天
」
が
開
く
頃
、
早
朝
（
三
時
頃
）
に
倭
王
は

政
治
を
取
り
、
次
に
「
日
」
が
活
動
す
る
と
い
う
意
味
。

「
天
」
と
は
星
空
の
こ
と
。
星
空
の
神
話
は
存
在
す
る
。

星
空
か
ら
降
臨
し
て
き
た
雷
神
の
子
孫
＝
王
。

八
卦
の
「
震
＝
雷
」
は
、
天
と
地
の
長
子
（
李
雷
神25

頁
）

Ⅱ
磐
余
彦
神
話
と
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
（
六
Ｃ
後
半
）

竈
神
・
司
命
神
・
日
祀
部
・
私
部

１
イ
ワ
レ
ヒ
コ
神
話
と
磐
余

九
州
の
火
山
に
下
っ
て
き
た
以
上
、
イ
ワ
レ
ヒ
コ
東
遷
と
い
う
筋
道
。

東
国
と
の
関
係
で
伊
勢
か
ら
大
和
東
南
に
つ
づ
く
ラ

イ
ン
に
位
置
す
る
磐
余
が
重
視
さ
れ
る
。

①
磐
余
の
王
宮
（
六
世
紀
後
半
、
継
体
の
造
宮
以
降
、
集
中
）

①
磐
余
稚
桜
宮
（
神
功
女
帝
）
、
②
磐
余
稚
桜
宮
（17

履
中
）
、

③
磐
余
甕
栗
宮
（22

清
寧
）

④
磐
余
玉
穂
宮
（26

継
体
）、
⑤
勾
金
橋
宮
（27

安
閑
）、
⑥

師
木
嶋
宮
（29

欽
明
）
、
⑦
他
田
宮
（30

敏
達572

即
位
～

585

）
、
⑧
池
辺
宮
（31

用
明
）、
⑨
倉
梯
宮
（32

崇
峻
）

忍
坂
大
中
津
姫
と
刑
部
の
評
価
が
問
題
。

六
世
紀
後
半
に
お
け
る
ヤ
マ
ト
国
家
の
成
立

②
磐
余
の
イ
ワ
レ
ヒ
コ
と
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

イ
ワ
レ
ヒ
コ
伝
説

(ｲ)

イ
ワ
レ
ヒ
コ
の
戦
闘
地
、

鳥
見
山
。
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
「
霊

畤
」
（
等
弥
神
社
）
。
イ
ワ
レ
ヒ

ま
つ
り
の
に
わ

コ
が
「
我
が
皇
祖
の
霊
」
が
天
か
ら
降
っ
て
き
て
「
（
私
の
）
躬
を
光

し
助
け
た
ま
え
り
」

磐
余
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
祭
田
、
顕
宗
紀
三
年
四
月
一
日
条
）
『
日
本
書

紀
』（
顕
宗
紀
三
年
四
月
一
日
条
）
に
み
え
る
日
神
が
「
我
が
祖
高
皇

産
霊
」
を
祭
る
た
め
に
「
磐
余
の
田
、
十
四
町
」
を
寄
進
し
た
と
い

う
記
事
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
事
態
を
反
映
し
て
い
た
可
能
性
は
高

い
で
あ
ろ
う
。

他
田
坐
天
照
御
魂
神
社
（
大
和
城
上
郡
）
、
目
原
坐
高

御

魂
神
社

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

（
大
和
十
市
郡
）
は
そ
れ
に
関
係
す
る
神
社
（
『
延
喜
式
』
。
菊
地
照

夫
『
古
代
王
権
の
宗
教
的
世
界
観
と
出
雲
』
）。
磐
余
の
地
。

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
神
話
の
中
枢
が
イ
ワ
レ
ヒ
コ
神
話

イ
ワ
レ
ヒ
コ
神
話
の
帝
紀
化―

―

敏
達
か
ら
舒
明
・
斉
明
。

(ﾛ)敏
達
。575

年
に
卜
部
に
よ
る
占
地
を
へ
て
磐
余
他
田
幸
玉
宮
を
造
営
（
す

ぐ
西
に
百
済
大
井
宮
）
。
（
卜
部
氏
が
測
地
技
能
を
も
っ
て
い
た
。
測
地
技

術
者
と
考
え
ら
れ
る
初
め
て
の
記
事
。
卜
部
か
ら
中
臣
へ
の
転
化
の
視
点

を
想
定
し
て
よ
い
か
ど
う
か
））

「
仏
法
を
信
け
た
ま
わ
ず
し
て
文
史
を
愛
み
た
ま
う
」。

577

年
「
日
祀
部
・
私
部
」
を
設
置
。
磐
余
宮
に
タ
カ
ミ
ム
ス

ヒ
の
「
日
祈
」
の
統
括
組
織
を
置
い
た

（
子
供
）
押
坂
彦
人
大
兄
。
磐
余
東
南
の
忍
坂
の
地
名
を
名
に
負
う
。

母
が
息
長
広
姫
。

（
子
供
）
舒
明
。
和
風
諡
号
が
「
息
長
広
額
大
王
」
。
殯
弔
辞
は
息
長
氏
。

百
済
大
井
宮
の
側
に
百
済
宮
。
陵
墓
は
忍
坂
の
渓
谷
の
東
の
山

（
押
坂
彦
人
孫
＝
舒
明
の
姪
＝
息
長
広
姫
の
曾
孫
＝
妻
）

タ
カ
ラ
姫
（
皇
極
＝
斉
明
）

「
古
道
に
順
考
し
て
政
を
し
給
ふ
」。
古
道
は
道
教
（
上
田
正
昭
）

磐
余
神
話
の
神
話
者
、
息
長
氏

菟
名
子
（
中
臣
の
伊
勢
支
族
大
鹿
氏
出
身
）

２
イ
ワ
レ
ヒ
コ
・
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
神
話
の
中
枢

①
香
具
山
の
「
土
」
で
「
厳
瓮
」
を
作
る

「
手
抉
」「
八
十
平
瓮
」「
厳
瓮
」
の
製
造
と
丹
生
川
の
川
上
で
の
占
い

た
く
じ
り

や

そ

ひ

ら

か

い
つ
へ

ま
ず
祈
祷
の
占
い
（
厳
瓮
で
）「
水
無
し
に
飴
を
作
ら
む
」→

成
就

丹
生
川
の
川
上
の
五
百
箇
の
真
坂
樹
を
抜
取
に
し
て
、
諸
神
を
祭
ひ
た

い

お

つ

ま
さ
か
の
き

ま
ふ
。
こ
れ
よ
り
始
め
て
厳
瓮
の
置
物
あ
り
。
時
に
道
臣
命
に
勅
す
ら
く
、

「
今
、
高
皇
産
靈
尊
を
も
っ
て
、
朕

親

ら
顯

齋
を
作
さ
む
。
汝
を
用

み
づ
か

う
つ
し
い
は
ひ

て
齋
主
と
し
て
、
授
く
る
に
嚴
媛
の
號
を
以
て
せ
む
。
そ
の
置
け
る
埴
瓮

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
名
け
て
嚴
瓮
と
す
。
ま
た
火
の
名
を
ば
嚴
香
來
雷
と
す
。
水
の
名
を
ば

嚴
罔
象
女
と
す
。
粮
の
名
を
ば
嚴
稻
魂
女
と
す
。
薪
の
名
を
ば
嚴
山
雷
と

す
。
草
の
名
を
ば
嚴
野
椎
と
す

（
『
日
本
書
紀
』
巻
三
神
武
天
皇
即
位
前
紀
戊
午
年
九
月
戊
辰
）

(ｲ)

「
丹
生
川
の
川
上
の
五
百
箇
の
真
坂
樹
」
を
抜
い
て
き
て
、

(ﾛ)

埴
瓮
＝
「
厳
瓮
」
を
セ
ッ
ト
し
、

(ﾊ)

副
将
の
道
臣
命
（
大
伴
氏
祖
神
）
を
「
厳
姫
＝
齋

主
」
に
任
命
し
、

い
わ
い
の
う
し

(ﾆ)

イ
ワ
レ
ヒ
コ
に
高
皇
産
靈
尊
を
憑
依
さ
せ
る
「
顯
齋
」

②
竈
神
＝
地
母
神
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
雷
神
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

竈
神
と
飴

(ｲ)

厳
姫
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
に
対
面
す
る
神
で
あ
り
、
厳
瓮
＝
竈
神

で
あ
る
か
ら
、
カ
ミ
ム
ス
ヒ
に
あ
た
る
。

長
胴
釜
の
設
置
は
北
を
む
い
た
祈
祷
に
な
る
。
台
所
の
画
一
化

長
胴
釜
は
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
に
全
国
で
一
般
化
。

多
く
は
北
壁
中
央
に
設
置
さ
れ
、
部
分
的
に
東
壁
（
小
林
「
竈

構
造
の
時
間
的
変
化
と
地
域
差
」『
物
質
文
化
』）

中
国
の
竈
神
の
影
響
を
受
け
た
も
の
（
中
村
啓
信
説
）
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竈
神
は
人
間
の
胎
内
の
虫
（
「
三
尸
」
）
を
統
括
す
る
神
。
「
老

婦
＝
最
初
に
炊
爨
を
行
っ
た
女
性
祖
神
」
こ
の
虫
が
上
天
の
司

す
い
さ
ん

命
神
に
人
間
の
悪
行
を
報
告
す
る
。

司
命
神
（
男
）
は
道
教
の
北
極
の
神
。
人
間
の
生
命
を
管
理
。

竈
神
（
女
）
は
そ
の
配
下
の
小
神
。
中
村
喬
「
竈
神
と
竈
の
祭

に
つ
い
て
」（
『
中
国
歳
時
史
の
研
究
』）

祈
祷
の
占
い
（
厳
瓮
で
）
「
水
無
し
に
飴
を
作
ら
む
」→

成
就
。

飴
の
意
味
が
こ
れ
ま
で
不
明
で
あ
っ
た
。

竈
神
に
飴
（
「
膠
牙
餳
」
）
を
賄
賂
と
す
。『
荊
楚
歳
時
記
』
で
は

元
旦
の
節
物
（
唐
代
）
。
竈
神
が
天
に
密
告
し
な
い
よ
う
に
、

甘
い
物
を
食
べ
さ
せ
、
歯
を
く
っ
つ
け
る
。

右
の
史
料
は
時
期
は
降
る
が
、
中
国
で
は
古
く
か
ら
「
飴
を
も

っ
て
釜
に
沃
ぐ
」（
『
晋
書
』
石
崇
伝
）
と
い
う
こ
と
が
冨
貴
の

そ
そ

象
徴
。
こ
の
種
の
言
説
が
、
誤
解
も
ふ
く
め
て
倭
国
に
紛
れ
込

ん
だ
可
能
性
は
認
め
て
よ
い
。
司
命
ー
竈
神
の
観
念
の
伝
来
。

雷
気
の
ま
と
い
付
く
イ
ワ
レ
ヒ
コ
＝
司
命
神

(ﾛ)イ
ワ
レ
ヒ
コ
、
雷
気
の
あ
る
材
料
で
作
っ
た
「
飯
」
を
食
べ
て
出
撃

火
「
厳
香
来
雷
」
、
水
「
厳
罔
象
女
」
、
粮
「
嚴
稻
魂
女
」
、
薪

い
つ
の
か
ぐ
つ
ち

い
つ
の
み
ず
は
の
め

「

厳
山
雷

」
、
草
「
嚴
野
椎
」。
全
て
「
雷
」
と
関
わ
る
。

い
つ
や
ま
つ
ち

一
〇
日
近
く
は
忌
籠
（
神
が
か
り
）
の
後
に
、
磐
余
と
の
境
で
戦
闘
、

忍
坂
に
キ
ャ
ン
プ
。

カ
ミ
ム
ス
ヒ
・
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
＝
＝
竈
神
・
司
命
神

司
命
。
北
極
星
座
に
属
す
る
と
観
念
。

「
寿
を

主

る
」（
『
晋
書
』
天
文
志
）

つ
か
さ
ど

大
司
命
は
天
門
か
ら
出
て
玄
雲
に
乗
っ
て
雨
を
注
ぎ
、
龍
車
の

轟
音
を
響
か
せ
る
と
い
う
一
節
の
注
に
「
司
命
は
星
の
名
、
生

死
を
主
知
す
」
（
『
楚
辞
』
九
歌
第
二
）

「
天
地
に
過
を
司
る
の
神
有
り
」「
（
三
尸
と
い
う
身
中
の
虫
が
）

庚
申
の
日
に
到
る
毎
に
輒
ち
天
に
上
り
て
司
命
に
白
げ
、
人
の

為
す
所
の
過
失
を
道
る
」
「
月
晦
の
夜
に
竈
神
も
ま
た
天
に
上

か
た

り
て
人
の
罪
状
を
白
す
」（
『
抱
朴
子
』（
巻
六
微
旨
）

司
命
神
と
ク
ヒ
ザ
モ
チ
（
北
斗
七
星
？
＝
水
神
）

(ﾊ)

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
を
司
命
に
あ
て
る
と
す
る
と
、
タ
カ
ミ
ム
ス

ヒ
が
北
極
星
座
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
観
念
は
古
く

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
る
。

イ
ザ
ナ
ミ
が
神
生
み
で
生
ん
だ
水
界
の
神
々
。

海
神
＝
大
綿
津
見
神
、

水
戸
神
（
河
口
や
湾
口
の
神
）
＝
速
秋
津
日
子
神
・
比
売
神

水
戸
神
の
生
ん
だ
神

(1)

沫
那
藝
（
あ
わ
な
ぎ
）
の
神
・
沫
那
美
（
あ
わ
な
み
）

の
神
、(2)

頬
那
藝
（
つ
ら
な
ぎ
）
の
神
・
頬
那
美
（
つ

ら
な
み
）
の
神
。(3)

天
の
水
分
（
み
く
ま
り
）
の
神
・

國
の
水
分
の
神
。(4)

天
の
久
比
奢
母
智
神
・
國
の

く

ひ

ざ

も

ち

久
比
奢
母
智
神
。

く

ひ

ざ

も

ち

本
居
宣
長
説
＝
汲
瓠
持―

―
→

韓
国
語
、
柄
杓
＝
ク
ッ
チ
ャ
？
。

鎮
火
祭
祝
詞
に
イ
ザ
ナ
ミ
が
カ
グ
ツ
チ
の
後
に
鎮
火
の
た
め
に

地
上
に
戻
っ
て
き
て
「
水
神
・
瓠
・
川
菜
・
埴
山
姫
」
を
生
ん

だ
と
み
え
る
。
瓠
に
あ
た
る
か
。

天
地
の
久
比
奢
母
智
神
（
男
と
女
か
。
モ
チ
は
尊
貴
存
在
を
示
す
接
尾
語
）

く

ひ

ざ

も

ち

ヒ
サ
モ
チ
（
瓢
貴
）
＝
水
神

オ
オ
ナ
モ
チ
、
ウ
ケ
モ
チ
、
オ
オ
ヒ
ル
メ
ム
チ

柄
杓
持
ち
の
女
（
甲
塚
古
墳
の
埴
輪
）

３
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
日
祀
部
・
私
部

敏
達575

年
他
田
幸
玉
宮
に
「
日
祀
部
・
私
部
」
設
置

１
日
祀
部
の
研
究
史
と
私
説

太
陽
（
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
＝
日
神
）
祭
（
岡
田
精
司
、
溝
口
睦
子
）

(ｲ)
王
家
祖
先
神
祭
（
早
川
万
年
）。

(ﾛ)

「
日
祀
」
は
漢
書
か
ら
と
っ
た
表
現
で
「
毎
日
祖
先
祭
」
の
意

で
太
陽
の
意
味
で
は
な
い
。

王
に

奉

え
る
部
（
永
田
一
）。
日
祀
は
漢
書
に
よ
る
潤
色
。

つ
か

(ﾊ)

史
料
表
現
は
日
奉
。「
奉
」
は
仕
え
る
意
。
∴
王
奉
仕
部

雷
神
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
「
日
＝
ヒ
」
。
「
日
祀
」
は
漢
書
の
摸
倣
と
し

て
も
「
ヒ
」
に
は
日
継
の
血
統
の
意
味
。

「
奉
＝
ま
つ
る
」
は
「
政
」
に
同
じ
。
雑
事
全
般
の
処
理
。
全
体
の

統
括
。（
成
沢
『
政
治
の
こ
と
ば
』。
仕
え
る
は
無
理
。「
日
祀
＝
日
奉

＝
「
日
政
」

２
日
置
部

上
田
正
昭
説
、
日
祀
部
に
先
行
し
て
西
国
に
置
か
れ
た
宗
教
的
手
工
業
部

（
井
上
光
貞
の
い
う
火
・
油
は
あ
っ
た
と
し
て
も
後
の
変
化
）

三
浦
茂
久
説
、
応
神
記
「
幤
岐
君
」
の
幤
を
音
借
と
と
も
に
正
字
と
と
っ

て
、
幣
の
ヒ
レ
置
の
意
と
す
る
（
『
月
信
仰
と
再
生
思
想
』）

「
寧
楽
の
手
向
に
置
く
幣
は
」『
万
葉
集
』
③300

、
「
石
田
の

社
に
幣
置
か
ば
」
⑨1731

、
「
夕
卜
を
問
ふ
と
幣
に
置
く
」
⑪

2625

、
「
相
坂
山
に
幣
取
り
置
き
て
」
⑬3237

、
「
神
に
幣
置

き
」
⑳4426

、

結
論
、（
麻
・
絹
の
）
幣
を
作
り
、
山
野
な
ど
に
捧
げ
祈
る
部
民
。

五
色
の
絹
、
幣
は
道
教
的
な
も
の
。

「
名
山
に
入
る
に
は
五
色
の
絹
各
お
の
五
寸
を
以
て
大
石
の
上

に
懸
く
れ
ば
、
求
む
る
所
必
ず
得
ら
る
」（
『
抱
朴
子
』
登
渉
篇
。

福
永
「
古
代
日
本
と
五
色
の
薄
絁
お
よ
び
五
色
の
幡
」
『
道
教

と
古
代
日
本
』）

３
伊
勢
の
日
祈
神
事

伊
勢
の
日
祈
は
四
・
六
・
七
・
八
。
「
悪
風
雨
の
吹
か
ざ
ら
ん

が
た
め
」
「
旱
災
（
停
止
）
」
「
風
雨
災
鎮
」
の
祈
祷
。
こ
れ
は

雷
神
へ
の
祈
祷
で
あ
ろ
う
。

実
際
の
負
担
は
幣
帛
の
た
め
の
蚕
糸
、麻
な
ど
に
な
っ
て
い
る
。

４
私
部
は
絹
繊
維
生
産
管
理
の
部

日
奉
部
の
負
担
で
判
明
は
土
佐
の
日
奉
の
調
絁
の
み

(ｲ)
織
姫
信
仰
と
し
て
の
ア
マ
テ
ラ
ス
（
ア
マ
テ
ラ
ス
が
口
に
繭
を
含
む

(ﾛ)と
こ
ろ
か
ら
養
蚕
は
始
ま
っ
た
。
昆
虫
食
か
ら
養
蚕
へ
）

妃
の
蚕
生
産
へ
の
関
与
（
史
料
多
し
）

(ﾊ)

日
祀
部
～

財

日
奉
部
へ
、
敏
達
王
統
女
系
で
日
奉
部
は
伝

た
か
ら

領
さ
れ
、
タ
カ
ラ
姫
（
皇
極
＝
斉
明
）
段
階
で
統
合
さ
れ
る
。

光
明
皇
后
の
女
官
た
ち
に
日
奉
氏
が
集
中

５
結
論
、
雷
神
＋
北
斗
＋
王
家
血
統
神
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ

の
祭
政
組
織

『
延
喜
式
』
臨
時
祭
条
の
ト
ッ
プ
。

内
裏
に
は
宇
奈
太
理
坐
高
御
魂
神
社
と
八
神
殿
（
ト
ッ
プ
は
カ

ミ
ム
ス
ヒ
）
が
並
ぶ
が
、
落
雷
と
竈
鳴
り
の
際
は
五
色
の
ヒ
レ

絁
を
振
る
。
こ
の
組
織
の
原
型
が
形
成
さ
れ
た
。

日
置
氏
が
西
国
に
お
か
れ
た
の
に
対
し
て
王
権
の
前
進
基
地
で

あ
る
辺
境
を
中
心
に
設
定
さ
れ
た
か
。
き
わ
め
て
政
治
的
な
組

織
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
調
制
の
原
型
と
も
な
っ
た
か
。

「
日
奉
連

高
魂
命
之
後
也
」（
『
新
撰
姓
氏
録
』
左
京
、
神
別
中
）

４
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
、
ス
メ
ロ
キ
」
号
の
成
立
？

ス
メ
ラ
は
「
澄
む
」（
西
郷
信
綱
『
神
話
と
国
家
』

「
ア
メ
キ
ミ
」
よ
り
新
し
い
か
。
正
規
の
称
号
で
あ
る
。
私
見

で
は
道
教
（
仏
教
）
の
清
浄
性
の
論
理
の
影
響
。
西
郷
は
「
和
」

的
な
も
の
と
す
る
）

Ⅲ
斉
明
～
天
武
の
道
教
国
家
化

と
天
御
中
主
（
七
世
紀30

年
代
以
降
）

１
斉
明
・
天
武
の
道
教
摂
取
と
天
皇
号

七
世
紀
天
文
記
事
の
ベ
ー
ス
に
あ
っ
た
も
の
。

①
舒
明
妻
、
斉
明
は
「
古
道
」（
道
教
）
を
尊
重
。

斉
明
の
夫
の
舒
明
の
道
教
へ
の
態
度
は
不
明
。
し
か
し
、
百
済

大
寺
・
舒
明
陵
は
磐
余
に
あ
り
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
イ
ワ
レ
ヒ
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コ
神
話
の
組
織
者
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。

斉
明
。
七
世
紀
は
斉
明―

天
智
・
天
武
の
母
子
王
朝
期

飛
鳥
に
天
宮
、
道
観
と
酒
船
石
（
日
没
観
測
台
、
真
西
か
ら
北

へ13

度
ず
れ
る
。
斉
藤
国
治
『
飛
鳥
時
代
の
天
文
学
）―

弟

の
孝
徳
は
「
神
道
を
嫌
い
、
儒
教
」
。
大
化
改
新
の
対
立
点
。

②
天
武
の
道
教
と
天
文
知
識

近
江
内
戦
蜂
起
の
時
、
自
分
で
式
を
立
て
た
。
天
文
の
専
門
知

識
（
兄
の
天
智
は
時
間
制
度
、
漏
刻
の
設
置
）

占
星
台
設
置
（675
年
）、

益
田
磐
船
設
置
（
日
没
観
測
台
、13

度
ズ
レ
、
斉
藤
）

③
天
皇
号
と
八
色
姓―

―
本
格
的
道
教
国
家
へ
の
動
き

天
皇
号
の
制
度
的
確
立
は
天
武
期
（
吉
村
武
彦
『
古
代
天
皇
の

誕
生
』。

天
皇
は
昊
天
上
帝
＝
天
皇
大
帝
＝
北
極
星
を
意
味
す
る
道
教
思
想
（
福

永
光
司
「
昊
天
上
帝
と
天
皇
大
帝
と
元
始
天
尊
」）

八
色
姓
、
真
人
（
道
教
の
い
う
神
人
、
道
師
を
含
む
。
道
教
的
国
家
身
分

制
の
構
築
。
真
人
は
王
族
（
い
わ
ゆ
る
皇
親
制
の
内
実
）
。
律
令
制
や
仏

教
化
の
単
線
で
は
七
世
紀
国
家
思
想
は
解
け
な
い
。

２
『
古
事
記
』
と
天
御
中
主
・
天
照
大
神

建
国
神
と
し
て
の
ム
ス
ヒ
神
の
相
対
化
。
北
極
星
信
仰
の
ア
マ
ノ

ミ
ナ
カ
ヌ
シ
と
し
て
の
中
枢
化

①
天
御
中
主
＝
北
極
星
。
天
皇
に
対
応
す
る
神
格
。

六
朝
期
の
枕
中
書
に
「
天
の
中
心
に
い
る
元
始
大
王
が
北
極
星

の
神
格
を
も
つ
。
そ
の
影
響
（
飯
島
忠
夫
説
、
著
書
未
確
認
）

「
天
地
初
め
て
発
り
し
時
、
高
天
原
に
成
り
ま
せ
る
神
の
名
は
、
天
御
中

主
神
、
高
御
産
巣
日
神
、
神
産
巣
日
神
。
こ
の
三
柱
の
神
は
、
み
な
独
神

と
成
り
ま
し
て
、
身
を
隠
し
た
ま
ひ
き
」（
『
古
事
記
』
本
文
冒
頭
）

倭
国
神
話
の
道
教
化
の
完
成
。
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
『
古
事
記
』
で
は

冒
頭
の
造
化
三
神
の
二
番
目
と
な
る
。

②
女
仙
と
し
て
の
天
照
大
神
・
豊
受
・
か
ぐ
や
姫

ム
ス
ヒ
二
神
は
上
か
ら
は
ア
マ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
、
下
か
ら
は
道
教
的
女

仙
と
し
て
の
天
照
大
神
・
豊
受
姫
（
広
瀬
）
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
る
。

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
＋
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト

―
―
→

ア
マ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
＋
天
皇

３
ハ
レ
ー
彗
星
と
南
海
ト
ラ
フ
大
地
震

①
天
武
一
三
年7

月23

日
（684

）
ハ
レ
ー
彗
星

天
武
一
三
年11

月21

日
（685

）
も
う
一
つ
の
彗
星
（
瓮
の

如
し
）、
大
流
星
群
を
も
た
ら
す
。

②
天
武
一
三
年10

月14

日
（684

）
南
海
ト
ラ
フ
大

地
震
。

③
八
色
の
姓
発
令
、
真
人
設
定10

月1

日
（685

）

朝
臣
設
定11

月1

日
、
宿
禰
設
定12

月1

日

―
―

一
四
年
九
月
、
天
皇
不
予

お
わ
り
に―

―

古
墳
と
道
教

１
「
北
枕
の
思
想
」
と
道
教

北
條
『
古
墳
の
方
位
と
太
陽
』

埋
葬
頭
位
に
お
け
る
「
北
枕
の
思
想
」
は
都
出
で
は
儒
教
の
影

響
と
い
う
指
摘
で
終
わ
っ
て
い
た
が
、
北
條
は
そ
こ
に
「
北
辰

信
仰
」
の
影
響
を
実
証
し
た
。
こ
れ
が
前
方
後
円
墳
と
と
も
に

古
墳
時
代
に
列
島
に
広
が
っ
た
と
い
う
。
「
こ
れ
は
同
時
期
の

さ
ま
ざ
ま
な
遺
跡
や
遺
構
を
対
象
に
、
か
つ
具
体
的
な
情
景
描

写
と
と
も
に
天
体
運
行
と
の
関
係
や
方
位
を
検
討
す
る
こ
と
が

で
き
る
」。

私
見
で
は
こ
れ
は
（
韓
国
を
通
じ
て
の
）
東
ア
ジ
ア
道
教
の
展

開
の
最
大
の
指
標
と
な
る
。

２
壺
型
墳
と
道
教

三
品
彰
英
の
前
方
後
円
墳
＝
壺
型
墳
説

前
方
後
円
と
い
う
異
形
の
高
塚
古
墳
も
巨
大
な
一
つ
の
『
壺
』

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
石
室
の
周
囲
に
死
者
の
御
霊
を
護
る
が
ご

と
く
に
埋
め
て
あ
る
の
も
、
こ
れ
ま
た
『
壺
』
で
あ
り
ま
す
」

（
三
品
「
前
方
後
円
墳
」
『
三
品
彰
英
論
文
集
』
第
五
巻
）。

岡
田
精
司
『
神
社
の
古
代
史
』（
一
五
六
頁
）
の
意
見
。

『
万
葉
集
』
の
齋
瓮
は
「
古
い
形
式
の
古
墳
で
は
埴
輪
の
原
型

に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、
壺
を
並
べ
て
い
る
例
が
あ
る
」
。

保
立
「
火
山
信
仰
と
前
方
後
円
墳
」

東
海
に
（
有
名
な
蓬
莱
の
ほ
か
）
、
壺
型
の
山
島
が
あ
る
と
い

う
幻
想
。「
方
壺
」
と
い
う
島
（
『
列
子
』
湯
問
篇
）。

形
成
期
の
前
方
後
円
墳
、
箸
墓
古
墳
や
吉
備
の
古
墳
な
ど
の
「
壺
」

「
特
殊
壺
・
器
台
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
。

「
厳
瓮
」―

―
→

「
特
殊
壺
」

「
平
瓮
」―

―
→

「
特
殊
器
台
」

「
厳
瓮
・
平
瓮
」
を
「
置
物
」（
『
日
本
書
紀
』）

「
八
十
平
瓮
」
は
高
さ
が
あ
っ
て
上
端
部
が
平
な
も
の
。
器
台

1121

年
、
伊
勢
神
宮
正
殿
の
床
下
の
「
天
平
賀
十
九
口
」
が
「
倒
れ
臥

し
」
、「
三
口
」
が
「
居
な
が
ら
破
損
」「
烏
の
所
為
か
」（
『
神
宮
雑
例
集
』
）

平
瓮
「
供
神
物
を
盛
る
の
土
器
な
り
。
今
の
世
、
伊
勢
太
神
宮
の

御
殿
の
下
に
多
く
も
っ
て
安
置
す
。
或
説
、
諸
神
参
候
の
神
座
云

々
」（
『
釈
日
本
紀
』
巻
九
）

王
家
氏
社
、
伊
勢
神
宮
正
殿
は
壺
の
並
ぶ
（
古
墳
の
）
上
に
床

を
張
っ
た
壺
社
も
の
。

王
家
氏
寺
、
東
大
寺
は
当
初
「
金
鍾
寺
」

壺
は
本
質
的
な
問
題
と
し
て
神
話
時
代
か
ら
引
き

継
が
れ
る
が
、
根
本
に
あ
っ
た
の
は
東
ア
ジ
ア
。

付
。
測
量
問
題

日
常
性
は
東
西
。
一
通
の
野
原
の
中
分
状
が
に
よ
れ
ば
、
「
二
・
八
月
の

日
已
の
出
入
り
を
も
っ
て
」
東
西
に
野
原
を
中
分
し
た
と
い
う
こ
と
に
も

示
さ
れ
て
い
る
（
『
鎌
倉
遺
文
』
⑧
６
１
３
５
）。

直
線
の
引
き
方
と
ノ
ロ
シ

建
長
八
年
讃
岐
国
柞
田
荘
四
至
傍
示
注
文
（
『
鎌
倉
遺
文
』
⑪
八
〇
二
五
）
。

く

に

た

同
荘
は
、
北
を
坂
本
郷
、
東
を
紀
伊
郷
と
姫
江
荘
、
南
を
姫
江
庄
、

西
を
瀬
戸
内
海
に
よ
っ
て
堺
さ
れ
た
荘
園
。

北
の
坂
本
郷
と
の
境
界
地
帯
は
田
地
。
そ
こ
に
直
線
に
堺
を
通
す

に
あ
た
っ
て
狼
煙
を
使
っ
た
測
量

ま
ず
北
東
ー
「
艮
（
北
東
）
の
傍
示
」
が
荘
園
の
北
東
の
端
に
打

た
れ
た
。
そ
こ
は
北
の
坂
本
郷
、
西
の
紀
伊
郷
、
山
本
郷
（
こ
の

郷
は
坂
本
郷
の
東
、
紀
伊
郷
の
北
（
つ
ま
り
柞
田
荘
の
北
東
）
に

存
在
し
た
）
と
柞
田
荘
を
つ
な
ぐ
道
の
「
四
辻
」

次
に
「
艮
の
傍
示
の
本
」
と
（
荘
園
の
北
西
端
に
残
る
）
「
古
作
の

、

畷
の
末
」
の
間
に
、「
連
々
と
火
煙
を
立
て
、
そ
の
通
り
を
追
っ
て
、

そ
の
堺
を
紀
（
糺
？
）
し
」、
そ
の
西
端
に
北
西
の
傍
示
ー
「
乾
」

の
傍
示
を
打
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
直
線
的
に
見
通
せ
る
よ
う
に
、
境
界
に
立
ち
上
げ
た
煙
を

目
当
て
と
し
て
縄
を
の
ば
し
て
い
く
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
こ

と
は
、「
畷
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
柞
田
荘
と
そ
の
北
の
坂
本
郷
の
間
の
境
界
は
、「
北
は

坂
本
郷
と
堺
を
限
る
、
両
方
と
も
に
田
地
な
り
、
そ
の
堺
に
東
西

行
の
畷
を
ま
さ
に
通
す
」
と
い
う
景
観
が
生
ま
れ
た
。

「
子
午
畔
」
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